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【障害者差別解消相談センター】

Ｑ１：相談件数は？

Ａ１：4月から11月末で約150件です。
Ｑ２：どんな相談形式が多いですか？

Ａ２：電話相談が中心で、ＦＡＸ・メールの相談もあります。

Ｑ３：相談の内容や解決に向けての流れはどのようになっていますか？

Ａ３：一時相談窓口として機能しています。相談内容は県の担当者に報告し、介入が必要な場合は即
時に対応しています。相談内容は労働関係の相談が多くあります。また、生活のしづらさにど

こまで「配慮」してもらえるのか？というような相談があります。他にも、学校関係で障害の

ある子どもに対してどのような合理的配慮が必要なのかという問い合わせもあります。
Ｑ４：相談者はどのような方がいますか？

Ａ４：切羽詰まった感じではなく電話をしてくる方、非常に興奮した状態で電話をかけてくる方等様々

です。どのような場合でも、障害による生きにくさに悩み、相談してくるので丁寧にゆっくり

話を聴くようにしています。
Ｑ５：どのような思いで相談を受けていますか？

Ａ５：相談してきた人に「相談して良かった」と感じてもらいたいです。相手の話したいことを引き

出し、十分に聴いて話しをしながら、相手の気持ちを解っていこうと思っています。

相談をどのように活かしていきたいと考えていま

すか？

障害者支援施設で長く勤めてきました。「障害

を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の

制定をきっかけに、その他の法整備もなされまし
た。障害者の権利に関する条約にも批准し、やっ

と障害のある人に対するの社会の理解ができてき

たように思います。
この仕事を通して「障害」や「差別」を意識せ

ずに誰もが自分の夢をかなえていけるようなユニ

バーサルな心が一般的に浸透していって欲しいと

感じています。
「障害者にしてあげる」ではな

くて、支援が必要なことに当た

り前に合理的配慮ができること

が普通になる社会を目指して行
きたいと思います。

そのような社会の実現を目指

すことがノーマライゼーション
につながっていくと考えていま

す。

「
差別をしてはならない」と誰もが思っています。しかし、私達の周囲では障害を理由

とする差別や不平等が多く見られます。

社会福祉を必要とする人には「合理的配慮の提供」が必要な方が多くいます。私たち
社会福祉士は、「人間の尊厳の尊重と社会正義の実現」を目指す専門職です。私たちの

使命と役割を持って、社会から「差別」や「偏見」をなくし、誰もが地域で幸

せに暮らせる社会の実現に寄与していきます。
【interviewer】 兵庫県社会福祉士会 広報委員会

相談業務を担当して感じていることは？

障害者差別解消相談センターが開設されて、１

年が経とうとしています。当センターでは、当

事者間の解決を目的とした「相談・助言」を行っ
てきました。

開設当初は多くの相談がありましたが、最近

では減少傾向にあります。相談内容は多岐にわ
たりますが、その都度「障害者差別の禁止」

「合理的配慮」についての助言等を行ってきま

した。障害者差別に悩む、当事者・家族そして

支援者等の様々な相談を受けています。
しかし、前述もしましたが相談件数は減少傾

向にあります。ノーマライゼーションの理念が

浸透し、相談件数が減少しているのならば喜ば

しいことなのですが、決してそうではないこと
は誰もがわかっていることでしょう。障害のあ

る方が、差別について主体的に相談できない状

態であるならば、兵庫県と協議しながら課題分
析をし相談体制等見直していかなけらばならな

いと感じています。

「差別をしてはならない」と誰もが思っています。しかし、私達の周囲では障害を理由

Ｑ１：相談件数は？

Ａ１：4月から11月末で約150件です。
Ｑ２：どんな相談形式が多いですか？

Ａ２：電話相談が中心で、ＦＡＸ・メール、対面の相談もあります。

Ｑ３：相談の内容や解決に向けての流れはどのようになっていますか？

Ａ３：一次相談窓口として機能しています。相談内容は県の担当者に報告し、介入が必要な場合は即
時に対応しています。相談内容は労働関係の相談が多くあります。また、生活のしづらさにど

こまで「配慮」してもらえるのか？というような相談があります。他にも、学校関係で障害の

ある子どもに対してどのような合理的配慮が必要なのかという問い合わせもあります。
Ｑ４：相談者はどのような方がいますか？

Ａ４：切羽詰まった感じではなく電話をしてくる方、非常に興奮した状態で電話をかけてくる方等様々

です。どのような場合でも、障害による生きにくさに悩み、相談してくるので丁寧にゆっくり

話を聴くようにしています。
Ｑ５：どのような思いで相談を受けていますか？

Ａ５：相談してきた人に「相談して良かった」と感じてもらいたいです。相手の話したいことを引き

出し、十分に聴いて話をしながら、相手の気持ちを解っていこうと思っています。

と障害のある人に対する社会の理解ができてきた

ように思います。

析をし相談体制等の見直しを含めた検討もして

いかなければならないと感じています。
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■兵庫県社会福祉士会の事業内容■

■現在の会員数 1,512人（2017年 1月末現在）

事業活動
＊社会福祉に関する情報提供及び相談事業
＊権利擁護に関する相談事業
＊成年後見・後見監督に関する事業
＊社会福祉士等の養成支援に関する事業
＊地域包括支援センターへの支援に関する事業
＊社会福祉従業者研修に関する事業
＊生活困窮者支援に関する事業
＊高齢者虐待・障害者虐待防止等に関する事業
＊児童虐待防止・子育て支援等子ども家庭支援に関する事業
＊福祉サービスの質の向上のための評価に関する事業
＊社会福祉及び社会福祉士に関する調査研究事業
＊県・市町村の福祉計画への参画・提言
＊その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

圏域によるブロック活動
＊神戸ブロック　＊阪神ブロック　＊東播ブロック
＊淡路ブロック　＊西はりまブロック
＊但馬ブロック　＊丹波ブロック

委員会活動
＊生涯研修センター
＊福祉相談センター「ここねっと兵庫」
＊研修委員会
＊調査研究委員会
＊国家試験対策委員会
＊相談委員会
＊ソーシャルワーク研究委員会
＊高齢者・障害者虐待対応委員会
＊ぱあとなあ兵庫
＊地域包括支援センター支援委員会
＊こども家庭支援委員会
＊実習教育支援委員会
＊障がい福祉委員会
＊更生支援委員会
＊独立型社会福祉士支援委員会
＊地域移行支援委員会
＊生活困窮者支援委員会
＊災害支援委員会
＊広報委員会

一般社団法人　兵庫県社会福祉士会
〒651-0062
神戸市中央区坂口通2ー 1ー 1
兵庫県福祉センター5F
電話：078ー 265ー 1330
FAX：078ー 265ー 1340
※月～金曜日の9：00～17：00の間で対応させていただきます。
ホームページアドレス http://www.hacsw.or.jp/
メールアドレス syadanhyogo@hacsw.or.jp

●阪急王子公園駅下車歩10分　●JR灘駅下車歩10分
●市バス90・92系統　上筒井1丁目停歩1分

よりよい支援のために、県内他の専門職団体とも連携・協力しています！

兵庫県福祉センター バス停
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ホームページへはQRコードでも
アクセスしていただけます。

兵庫県社会福祉士会
ホームページ


